
令和５年（２０２３年）１２月１日 

厚 生 委 員 会 資 料 

健 康 福 祉 部 福 祉 推 進 課 

（第１０３号議案） 

中野区の福祉に関する事務所設置条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

付 則 （略） 付 則 （略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 位置 

中野区福祉事務所 東京都中野区中野四丁目１１番

１９号 
 

名称 位置 

中野区福祉事務所 東京都中野区中野四丁目８番１

号 
 

  

   附 則  

 この条例は、令和６年５月７日から施行する。  

 


